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【手続補正書】
【提出日】平成25年6月24日(2013.6.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイコバクテリアの増強された増殖の方法において、マイコバクテリアを含有すると疑
われる試料を、α‐ケトグルタラートを含む有効量の添加剤を含有する培地に添加するス
テップと、該培地を前記マイコバクテリアの増殖に適した条件にさらすステップとを含み
、前記添加剤は前記マイコバクテリアの増殖を増強させる、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記増強された増殖は、マイコバクテリアの増殖の検
出時間を少なくとも約２日低減させるか、又は、マイコバクテリア増殖の誘導期を少なく
とも約１日低減させる、方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法において、前記培地のｐＨは、約５．５～約７．５である
、方法。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の方法において、前記培地は約０．１ｇ／Ｌ～約５０
ｇ／Ｌの前記α‐ケトグルタラートを含有する、方法。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項に記載の方法において、前記培地はさらに抗菌サプリメント
を含み、該抗菌サプリメントは、１つまたは複数の抗菌物質を、前記培地において細菌、
イースト菌またはカビ汚染を阻害するのに十分な量で含み、好ましくは、
　前記１つまたは複数の抗菌物質は、１つまたは複数の抗生物質を含み、該１つまたは複
数の抗生物質は、ポリミキシンＢ、バンコマイシン、アズロシリン、アムホテリシンＢ、
ナリジクス酸、トリメトプリムおよびホスホマイシンからなる群より選択する、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、前記抗菌サプリメントは、ポリミキシンＢ、アムホテ
リシンＢ、ナリジクス酸、トリメトプリムおよびホスホマイシンを含む、方法。
【請求項７】
　マイコバクテリウム種による感染の診断の方法において、（ａ）培地を用意するステッ
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プと、（ｂ）栄養サプリメントを前記培地に添加するステップであって、前記栄養サプリ
メント添加物はα‐ケトグルタラートを含むステップと、（ｃ）前記マイコバクテリウム
種の有無について決定する試料を添加するステップと、（ｄ）前記マイコバクテリウム種
の存在について前記培地を分析するステップと、を含み、前記マイコバクテリウム種の存
在の発見は前記感染の陽性診断を示す、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記培地および栄養サプリメントは、マイコバクテリ
ア増殖の検出時間を少なくとも約２日低減させるか、又は、マイコバクテリア増殖の誘導
期を少なくとも約１日低減させる、方法。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の方法において、前記培地はさらに抗菌サプリメントを含み、該
抗菌サプリメントは前記試料をステップ（ｃ）で添加する前に添加する、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、前記抗菌サプリメントは前記栄養サプリメントを使っ
て懸濁し、前記栄養サプリメントで懸濁した抗菌サプリメントをステップ（ｂ）で前記培
地に添加し、任意には、
　前記抗菌サプリメントは、ポリミキシンＢ、バンコマイシン、アズロシリン、アムホテ
リシンＢ、ナリジクス酸、トリメトプリムおよびホスホマイシンからなる群より選択した
１種または複数種の抗生物質を含む、方法。
【請求項１１】
　培地内のマイコバクテリアの増殖を検出するキットであって、該キットは、（１）基本
培地を含有する培養瓶と、（２）α‐ケトグルタラートを含む栄養サプリメントと、（３
）前記培地内で汚染呼吸器内細菌叢の増殖を抑制する１つまたは複数の抗菌剤を含む抗菌
サプリメントとを含む、キット。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のキットにおいて、前記増強された増殖は、マイコバクテリア増殖の
検出時間を少なくとも約２日低減させるか、又は、マイコバクテリア増殖の誘導期を少な
くとも約１日低減させることを含む、キット。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載のキットにおいて、前記基本培地はＭｉｄｄｌｅｂｒｏｏｋ
 ７Ｈ９である、キット。
【請求項１４】
　請求項１１～１３の何れか一項に記載のキットにおいて、前記基本培地は熱不安定性成
分を含有せず、好ましくは、前記培養瓶および前記基本培地はオートクレーブによって滅
菌済みである、キット。
【請求項１５】
　請求項１１～１４の何れか一項に記載のキットにおいて、前記抗菌サプリメントは、ホ
スホマイシンを含み、任意には、ポリミキシンＢ、バンコマイシン、アムホテリシンＢ、
ナリジクス酸およびトリメトプリムをさらに含む、キット
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